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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第54期

第２四半期
累計期間

第55期
第２四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 7,647,420 9,529,478 15,503,770

経常利益 (千円) 280,280 311,457 730,063

四半期(当期)純利益 (千円) 128,810 657,018 127,973

四半期包括利益又は包括利益 (千円) ― 657,018 ―

純資産額 (千円) 4,870,140 8,722,797 4,869,285

総資産額 (千円) 10,336,048 18,242,353 10,024,957

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 1.73 6.22 1.72

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 1.70 4.20 1.69

自己資本比率 (％) 47.1 47.8 48.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 110,632 136,422 775,976

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △84,385 △359,658 △98,586

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △690,396 △120,754 △1,098,871

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,124,628 1,342,861 1,367,297

　

回次
第54期

第２四半期
会計期間

第55期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.14 3.15

(注) １．当社は、当第２四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、第54期第２四半期連

結累計期間、第54期第２四半期連結会計期間及び第54期連結会計年度に代えて、第54期第２四半期累計期

間、第54期第２四半期会計期間及び第54期事業年度について記載しております。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれる事業

の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　

（外食事業）
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平成25年８月１日に当社と株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいの有する飲食店舗運営事

業に関する権利義務等を会社分割し、３社が共同で設立する株式会社クック・オペレーションに承継させ

ました。また同日、当社を合併存続会社、株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいを合併消滅

会社とする吸収合併を行ったことにより、株式会社クック・オペレーションは当社の連結子会社となりま

した。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものでありま

す。

当社は、当第２四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期累計期

間及び前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。

（１）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代後の経済政策により、為替は円安基調

に転じており企業収益に改善が見られるものの、アメリカ債務上限問題や、欧州の債務問題の長期化

等、依然として先行きは不透明な状況となっております。

　当業界におきましては、景気回復の期待感の中、個人消費の消費マインドの改善により回復の兆し

はあるものの、依然、所得環境に著しい改善がみられない事や、原材料価格、光熱費の値上げ等、取

巻く経営環境は引き続き厳しい状況となっております。

　このような環境の下、当社といたしましては、平成25年８月１日を基準日として、株式会社さか

い、株式会社ジー・ネットワークスとの間で当社を存続会社とする吸収合併をいたしました。今回の

合併により、飲食事業・教育事業等の事業において、地域別に重複した部門を再編・統合し、経営資

源の集中と効率化による競争力の強化・売上の拡大と収益率の向上を図ってまいりました。さらに、

直営の飲食店舗運営事業については、事業運営子会社を設立し、権限委譲を行い、機動的かつ柔軟な

意思決定と業務執行を目指してまいりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高95億29百万円、営業利益３億32百

万円、経常利益３億11百万円、四半期純利益は、法人税等調整額４億24百万円の計上により、６億57

百万円となりました。　

　セグメント業績を示すと、次のとおりであります。

 外食事業におきましては、新店１店舗（寿司業態１店舗）をオープンし、業態変更として、飼料の

育成から、肥育、加工までを一元管理された安心、安全な国産牛を一頭買いし、熟成にこだわった牛

肉と国産銘柄鶏料理を食べ放題とした「国産牛しゃぶしゃぶ・鶏料理　稲美」や、お肉のしゃぶしゃ

ぶ食べ放題の他に海鮮しゃぶしゃぶや、80種以上のお寿司を食べ放題とし、幅広い年齢層の方々の多

様なニーズを想定した「平禄三昧」を新規業態として出店いたしました。（「ちゃんこ江戸沢」から

「稲美」へ１店舗、「平禄寿司」から「平禄三昧」へ１店舗）

　その他、不採算店２店舗の閉店をいたしました結果、当第２四半期連結累計期間末の店舗数は、

363店舗となりました。

　以上の結果、外食事業の売上高88億64百万円、セグメント利益（営業利益）７億55百万円となりま

した。

　教育事業におきましては、新たに２校舎を開校した結果、当第２四半期連結累計期間末の校舎数は

102校舎となりました。英会話教室においては、「KID’S　サマーフェスティバル」等の様々なイベ

ントを催し、来校動機付けとなる販促活動を行い新規生徒の獲得に取り組んでまいりました。また、

学習塾においては、需要期である夏期講習に向け、生徒ひとり一人に合わせた販促活動等に注力して

いくと共に、自習室環境の改善等、生徒満足度の向上となるよう教室環境の改善に取り組んでまいり

ましたが、契約諸条件の見直し等の影響により、当連結会計年度においては厳しい状況となっており

ます。

　以上の結果、売上高４億71百万円、セグメント損失（営業損失）27百万円となりました。

　その他事業は、不動産賃貸業等が含まれ、売上高１億93百万円、セグメント利益（営業利益）18百

万円となりました。
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（２）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産総額は、流動資産が29億10百万円、固定資産が153億32

百万円となり、182億42百万円となりました。負債総額は、流動負債が46億46百万円、固定負債が48

億73百万円となり、95億19百万円となりました。　

　

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、３億43百万円

減少しましたが、合併に伴う資金の増加３億19百万円により、当第２四半期連結会計期間末の資金残

高は、13億42百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は１億36百万円となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純利益２億78百万円及び減価償却費１億86百万円の計上等に伴う資金増

加要因がある一方、仕入債務及びその他未払債務の減少等の資金減少要因が発生したことによるもの

です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は３億59百万円となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得による支出２億57百万円及び敷金及び保証金の差入による支出１億98百

万円等の資金減少要因がある一方、敷金及び保証金の回収による収入97百万円等の資金増加要因が発

生したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は１億20百万円となりました。こ

れは主に短期借入金の純減60百万円及び関係会社短期借入金の純減50百万円等の資金減少要因が発生

したことによるものです。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は、以下の

とおりであります。

①子会社の財務状態の改善

②子会社の経営成績の改善

　

（５）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 673,477,576

計 673,477,576

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 168,369,394 168,369,394
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であ
ります。

計 168,369,394 168,369,394 ― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成25年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　
①株式会社ジー・テイスト第９回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権

　

決議年月日 平成25年５月15日

新株予約権の数(個) 30 (注)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式である。なお、１単元の株式数は100株で
あり、振替式である。

新株予約権の目的となる株式の数(株） 6,896,551
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１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額

(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、
当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価
額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、
「償還期限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかか
わらず、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償
還期限が到来し、かつ消滅するものとする。

(2）本新株予約権の行使により交付する当社普通株式
の数を算定するにあたり用いられる１株あたりの額
（本「①株式会社ジー・テイスト第９回無担保転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権」に
おいて、以下「転換価額」という。）は、43.5円と
する。

２．転換価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲
げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式（本「①株式会
社ジー・テイスト第９回無担保転換社債型新株予約
権付社債に付された新株予約権」において、以下
「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を
調整する。

　 　 　 　 既 発
行 普
通 株
式数

＋

交付普通
株式数

×
１株当た
りの払込
金額

調整後転
換価額

＝
調整前転
換価額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合
及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。

①　本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を
もって当社普通株式を新たに交付する場合（ただ
し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換
えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の
証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除
く。）の調整後の転換価額は、払込期日（募集に際
して払込期間が設けられているときは、当該払込期
間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、ま
た、募集のための株主割当日がある場合は、その日
の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を
発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のた
めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の
無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与
えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を
除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当
該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適
用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに
本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む。）又は本欄第(4)号
②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権
付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合
（無償割当の場合を含む。）、調整後の転換価額
は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若し
くは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全て
が転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交
付されたものとみなして転換価額調整式を準用して
算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株
予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効
力発生日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合
は、その日の翌日以降これを適用する。
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新株予約権の行使時の払込金額(円) 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付され
る当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予
約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利が発行された時点で確定していない場合、調整後
の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約
権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の
確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式
が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用
して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌
日以降、これを適用する。

④　上記①乃至③の各取引において、その権利の割当
てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力
の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会そ
の他当社の機関の承認を条件としているときは、上
記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。この場合において、当該基
準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、
本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、
次の算出方法により、当社普通株式を交付するもの
とする。

株 式
数

＝

（調整前転換
価額

－
調整後転換価

額）
×

調整前転換
価額により
当該期間内
に交付され
た当社普通
株式数

調整後転換価額

 ただし、行使により生ずる１株未満の端数は切り捨

て、現金調整は行わない。
(3）転換価額調整式により算出された調整後の転換価
額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどま
る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただ
し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発
生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中
の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。

(4）その他
①　転換価額調整式の計算については、１円未満の端
数を四捨五入する。

②　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換
価額を適用する日（ただし、本欄第(2)号④の場合は
基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま
で算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準
日がある場合はその日、また、基準日がない場合
は、調整後の転換価額を適用する日１か月前の日に
おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ
る当社の有する当社普通株式の数を控除した数とす
る。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整
式で使用する交付普通株式数は、基準日における当
社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株
式数を含まないものとする。

(5）本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以
外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価
額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を
承継会社（「組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項」欄において定義する。以下同
じ。）とする吸収分割、当社を完全親会社とする株
式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の
可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を
必要とするとき。

③　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
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(6）本欄に定めるところにより転換価額の調整を行う
ときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額
及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第
(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降すみ
やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

平成25年８月１日から平成32年３月18日（当該日が営
業日ではない場合には、その直前の営業日）までとす
る。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した
場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   43.5
　　　　資本組入額 22

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該
本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、
その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行
使に際して出資の目的とされる本社債は、「償還期
限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかかわらず、本
新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来
し、かつ消滅するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消
滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会
社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う
場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併
存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新
設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設
立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をし
て、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において
残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対
して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約
権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。
１．新たに交付される承継会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予
約権の数と同一の数とする。

２．承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社の普通株式とする。
３．承継会社の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社の新株予約権の行使により交付される承継
会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる
株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約
権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際し
て定められる株式の割当比率を乗じた数（ただし、
組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理
的な調整を行うものとする。）とする。

４．承継会社の新株予約権の行使に際して出資される
財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社の新株予約権１個の行使に際して出資され
る財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該
社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承
継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とさ
れる本社債は、「償還期限」欄及び「償還の方法」
欄の規定にかかわらず、本新株予約権の行使の効力
発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するもの
とする。

５．承継会社の新株予約権を行使することができる期
間

「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予
約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される
本新株予約権の行使期間の終了日までとする。

６．承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項

承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社
の承認を要するものとする。

(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権１個が割り当てられております。

　
②株式会社ジー・テイスト第10回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権

　

決議年月日 平成25年５月15日

新株予約権の数(個) 30 (注)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式である。なお、１単元の株式数は100株で
あり、振替式である。

新株予約権の目的となる株式の数(株） 6,896,551
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１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額

(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、
当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価
額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、
「償還期限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかか
わらず、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償
還期限が到来し、かつ消滅するものとする。

(2）本新株予約権の行使により交付する当社普通株式
の数を算定するにあたり用いられる１株あたりの額
（本「②株式会社ジー・テイスト第10回無担保転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権」に
おいて、以下「転換価額」という。）は、43.5円と
する。

２．転換価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲
げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式（本「②株式会
社ジー・テイスト第10回無担保転換社債型新株予約
権付社債に付された新株予約権」において、以下
「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を
調整する。

　 　 　 　 既 発
行 普
通 株
式数

＋

交付普通
株式数

×
１株当た
りの払込
金額

調整後転
換価額

＝
調整前転
換価額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合
及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。

①　本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を
もって当社普通株式を新たに交付する場合（ただ
し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換
えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の
証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除
く。）の調整後の転換価額は、払込期日（募集に際
して払込期間が設けられているときは、当該払込期
間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、ま
た、募集のための株主割当日がある場合は、その日
の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を
発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のた
めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の
無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与
えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を
除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当
該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適
用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに
本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む。）又は本欄第(4)号
②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権
付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合
（無償割当の場合を含む。）、調整後の転換価額
は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若し
くは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全て
が転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交
付されたものとみなして転換価額調整式を準用して
算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株
予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効
力発生日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合
は、その日の翌日以降これを適用する。
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新株予約権の行使時の払込金額(円) 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付され
る当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予
約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利が発行された時点で確定していない場合、調整後
の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約
権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の
確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式
が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用
して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌
日以降、これを適用する。

④　上記①乃至③の各取引において、その権利の割当
てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力
の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会そ
の他当社の機関の承認を条件としているときは、上
記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。この場合において、当該基
準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、
本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、
次の算出方法により、当社普通株式を交付するもの
とする。

株 式
数

＝

（調整前転換
価額

－
調整後転換価

額）
×

調整前転換
価額により
当該期間内
に交付され
た当社普通
株式数

調整後転換価額

 ただし、行使により生ずる１株未満の端数は切り捨

て、現金調整は行わない。
(3）転換価額調整式により算出された調整後の転換価
額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどま
る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただ
し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発
生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中
の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。

(4）その他
①　転換価額調整式の計算については、１円未満の端
数を四捨五入する。

②　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換
価額を適用する日（ただし、本欄第(2)号④の場合は
基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま
で算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準
日がある場合はその日、また、基準日がない場合
は、調整後の転換価額を適用する日１か月前の日に
おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ
る当社の有する当社普通株式の数を控除した数とす
る。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整
式で使用する交付普通株式数は、基準日における当
社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株
式数を含まないものとする。

(5）本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以
外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価
額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を
承継会社（「組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項」欄において定義する。以下同
じ。）とする吸収分割、当社を完全親会社とする株
式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の
可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を
必要とするとき。

③　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
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(6）本欄に定めるところにより転換価額の調整を行う
ときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額
及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第
(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降すみ
やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

平成25年８月１日から平成32年３月18日（当該日が営
業日ではない場合には、その直前の営業日）までとす
る。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した
場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   43.5
　　　　資本組入額 22

新株予約権の行使の条件

１．各本新株予約権の一部行使はできない。
２．本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コ
ミュニケーション又はその承継会社が所有している
当社又はその承継会社の株式（第三者を通じて保有
している当該株式を除く。）に係る議決権の数が当
社又はその承継会社の総株主の議決権の40％未満と
なる場合には、本新株予約権の行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該
本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、
その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行
使に際して出資の目的とされる本社債は、「償還期
限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかかわらず、本
新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来
し、かつ消滅するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消
滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会
社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う
場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併
存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新
設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設
立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をし
て、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において
残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対
して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約
権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。
１．新たに交付される承継会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予
約権の数と同一の数とする。

２．承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社の普通株式とする。
３．承継会社の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社の新株予約権の行使により交付される承継
会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる
株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約
権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際し
て定められる株式の割当比率を乗じた数（ただし、
組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理
的な調整を行うものとする。）とする。

４．承継会社の新株予約権の行使に際して出資される
財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社の新株予約権１個の行使に際して出資され
る財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該
社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承
継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とさ
れる本社債は、「償還期限」欄及び「償還の方法」
欄の規定にかかわらず、本新株予約権の行使の効力
発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するもの
とする。

５．承継会社の新株予約権を行使することができる期
間

「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予
約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される
本新株予約権の行使期間の終了日までとする。

６．承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項

承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社
の承認を要するものとする。

(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権１個が割り当てられております。

　
③株式会社ジー・テイスト第11回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権

　

決議年月日 平成25年５月15日

新株予約権の数(個) 30 (注)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式である。なお、１単元の株式数は100株で
あり、振替式である。

新株予約権の目的となる株式の数(株） 6,896,551
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１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額

(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、
当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価
額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、
「償還期限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかか
わらず、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償
還期限が到来し、かつ消滅するものとする。

(2）本新株予約権の行使により交付する当社普通株式
の数を算定するにあたり用いられる１株あたりの額
（本「③株式会社ジー・テイスト第11回無担保転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権」に
おいて、以下「転換価額」という。）は、43.5円と
する。

２．転換価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲
げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式（本「③株式会
社ジー・テイスト第11回無担保転換社債型新株予約
権付社債に付された新株予約権」において、以下
「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を
調整する。

　 　 　 　 既 発
行 普
通 株
式数

＋

交付普通
株式数

×
１株当た
りの払込
金額

調整後転
換価額

＝
調整前転
換価額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合
及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。

①　本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を
もって当社普通株式を新たに交付する場合（ただ
し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換
えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の
証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除
く。）の調整後の転換価額は、払込期日（募集に際
して払込期間が設けられているときは、当該払込期
間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、ま
た、募集のための株主割当日がある場合は、その日
の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を
発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のた
めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の
無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与
えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を
除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当
該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適
用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに
本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む。）又は本欄第(4)号
②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権
付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合
（無償割当の場合を含む。）、調整後の転換価額
は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若し
くは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全て
が転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交
付されたものとみなして転換価額調整式を準用して
算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株
予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効
力発生日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合
は、その日の翌日以降これを適用する。
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新株予約権の行使時の払込金額(円) 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付され
る当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予
約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利が発行された時点で確定していない場合、調整後
の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約
権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の
確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式
が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用
して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌
日以降、これを適用する。

④　上記①乃至③の各取引において、その権利の割当
てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力
の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会そ
の他当社の機関の承認を条件としているときは、上
記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。この場合において、当該基
準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、
本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、
次の算出方法により、当社普通株式を交付するもの
とする。

株 式
数

＝

（調整前転換
価額

－
調整後転換価

額）
×

調整前転換
価額により
当該期間内
に交付され
た当社普通
株式数

調整後転換価額

 ただし、行使により生ずる１株未満の端数は切り捨

て、現金調整は行わない。
(3）転換価額調整式により算出された調整後の転換価
額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどま
る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただ
し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発
生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中
の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。

(4）その他
①　転換価額調整式の計算については、１円未満の端
数を四捨五入する。

②　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換
価額を適用する日（ただし、本欄第(2)号④の場合は
基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま
で算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準
日がある場合はその日、また、基準日がない場合
は、調整後の転換価額を適用する日１か月前の日に
おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ
る当社の有する当社普通株式の数を控除した数とす
る。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整
式で使用する交付普通株式数は、基準日における当
社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株
式数を含まないものとする。

(5）本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以
外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価
額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を
承継会社（「組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項」欄において定義する。以下同
じ。）とする吸収分割、当社を完全親会社とする株
式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の
可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を
必要とするとき。

③　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
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(6）本欄に定めるところにより転換価額の調整を行う
ときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額
及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第
(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降すみ
やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

平成26年３月18日から平成32年３月18日（当該日が営
業日ではない場合には、その直前の営業日）までとす
る。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した
場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   43.5
　　　　資本組入額 22

新株予約権の行使の条件

１．各本新株予約権の一部行使はできない。
２．本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コ
ミュニケーション又はその承継会社が所有している
当社又はその承継会社の株式（第三者を通じて保有
している当該株式を除く。）に係る議決権の数が当
社又はその承継会社の総株主の議決権の40％未満と
なる場合には、本新株予約権の行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該
本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、
その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行
使に際して出資の目的とされる本社債は、「償還期
限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかかわらず、本
新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来
し、かつ消滅するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消
滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会
社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う
場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併
存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新
設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設
立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をし
て、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において
残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対
して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約
権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。
１．新たに交付される承継会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予
約権の数と同一の数とする。

２．承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社の普通株式とする。
３．承継会社の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社の新株予約権の行使により交付される承継
会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる
株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約
権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際し
て定められる株式の割当比率を乗じた数（ただし、
組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理
的な調整を行うものとする。）とする。

４．承継会社の新株予約権の行使に際して出資される
財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社の新株予約権１個の行使に際して出資され
る財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該
社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承
継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とさ
れる本社債は、「償還期限」欄及び「償還の方法」
欄の規定にかかわらず、本新株予約権の行使の効力
発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するもの
とする。

５．承継会社の新株予約権を行使することができる期
間

「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予
約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される
本新株予約権の行使期間の終了日までとする。

６．承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項

承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社
の承認を要するものとする。

(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権１個が割り当てられております。

　
④株式会社ジー・テイスト第12回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権

　

決議年月日 平成25年５月15日

新株予約権の数(個) 30 (注)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式である。なお、１単元の株式数は100株で
あり、振替式である。

新株予約権の目的となる株式の数(株） 7,334,963
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１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額

(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、
当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価
額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、
「償還期限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかか
わらず、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償
還期限が到来し、かつ消滅するものとする。

(2）本新株予約権の行使により交付する当社普通株式
の数を算定するにあたり用いられる１株あたりの額
（本「④株式会社ジー・テイスト第12回無担保転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権」に
おいて、以下「転換価額」という。）は、43.5円と
する。

２．転換価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲
げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式（本「④株式会
社ジー・テイスト第12回無担保転換社債型新株予約
権付社債に付された新株予約権」において、以下
「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を
調整する。

　 　 　 　 既 発
行 普
通 株
式数

＋

交付普通
株式数

×
１株当た
りの払込
金額

調整後転
換価額

＝
調整前転
換価額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合
及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。

①　本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を
もって当社普通株式を新たに交付する場合（ただ
し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換
えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の
証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除
く。）の調整後の転換価額は、払込期日（募集に際
して払込期間が設けられているときは、当該払込期
間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、ま
た、募集のための株主割当日がある場合は、その日
の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を
発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のた
めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の
無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与
えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を
除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当
該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適
用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに
本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む。）又は本欄第(4)号
②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権
付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合
（無償割当の場合を含む。）、調整後の転換価額
は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若し
くは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全て
が転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交
付されたものとみなして転換価額調整式を準用して
算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株
予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効
力発生日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合
は、その日の翌日以降これを適用する。
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新株予約権の行使時の払込金額(円) 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付され
る当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予
約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利が発行された時点で確定していない場合、調整後
の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約
権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の
確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式
が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用
して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌
日以降、これを適用する。

④　上記①乃至③の各取引において、その権利の割当
てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力
の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会そ
の他当社の機関の承認を条件としているときは、上
記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。この場合において、当該基
準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、
本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、
次の算出方法により、当社普通株式を交付するもの
とする。

株 式
数

＝

（調整前転換
価額

－
調整後転換価

額）
×

調整前転換
価額により
当該期間内
に交付され
た当社普通
株式数

調整後転換価額

 ただし、行使により生ずる１株未満の端数は切り捨

て、現金調整は行わない。
(3）転換価額調整式により算出された調整後の転換価
額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどま
る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただ
し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発
生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中
の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。

(4）その他
①　転換価額調整式の計算については、１円未満の端
数を四捨五入する。

②　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換
価額を適用する日（ただし、本欄第(2)号④の場合は
基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま
で算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準
日がある場合はその日、また、基準日がない場合
は、調整後の転換価額を適用する日１か月前の日に
おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ
る当社の有する当社普通株式の数を控除した数とす
る。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整
式で使用する交付普通株式数は、基準日における当
社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株
式数を含まないものとする。

(5）本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以
外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価
額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を
承継会社（「組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項」欄において定義する。以下同
じ。）とする吸収分割、当社を完全親会社とする株
式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の
可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を
必要とするとき。

③　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
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(6）本欄に定めるところにより転換価額の調整を行う
ときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額
及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第
(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降すみ
やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

平成25年８月１日から平成32年３月18日（当該日が営
業日ではない場合には、その直前の営業日）までとす
る。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した
場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   43.5
　　　　資本組入額 22

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該
本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、
その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行
使に際して出資の目的とされる本社債は、「償還期
限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかかわらず、本
新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来
し、かつ消滅するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消
滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会
社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う
場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併
存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新
設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設
立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をし
て、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において
残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対
して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約
権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。
１．新たに交付される承継会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予
約権の数と同一の数とする。

２．承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社の普通株式とする。
３．承継会社の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社の新株予約権の行使により交付される承継
会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる
株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約
権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際し
て定められる株式の割当比率を乗じた数（ただし、
組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理
的な調整を行うものとする。）とする。

４．承継会社の新株予約権の行使に際して出資される
財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社の新株予約権１個の行使に際して出資され
る財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該
社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承
継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とさ
れる本社債は、「償還期限」欄及び「償還の方法」
欄の規定にかかわらず、本新株予約権の行使の効力
発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するもの
とする。

５．承継会社の新株予約権を行使することができる期
間

「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予
約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される
本新株予約権の行使期間の終了日までとする。

６．承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項

承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社
の承認を要するものとする。

(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権１個が割り当てられております。

　
⑤株式会社ジー・テイスト第13回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権

　

決議年月日 平成25年５月15日

新株予約権の数(個) 30 (注)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式である。なお、１単元の株式数は100株で
あり、振替式である。

新株予約権の目的となる株式の数(株） 7,334,963

EDINET提出書類

株式会社ジー・テイスト(E03374)

四半期報告書

22/46



１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額

(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、
当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価
額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、
「償還期限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかか
わらず、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償
還期限が到来し、かつ消滅するものとする。

(2）本新株予約権の行使により交付する当社普通株式
の数を算定するにあたり用いられる１株あたりの額
（本「⑤株式会社ジー・テイスト第13回無担保転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権」に
おいて、以下「転換価額」という。）は、43.5円と
する。

２．転換価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲
げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式（本「⑤株式会
社ジー・テイスト第13回無担保転換社債型新株予約
権付社債に付された新株予約権」において、以下
「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を
調整する。

　 　 　 　 既 発
行 普
通 株
式数

＋

交付普通
株式数

×
１株当た
りの払込
金額

調整後転
換価額

＝
調整前転
換価額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合
及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。

①　本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を
もって当社普通株式を新たに交付する場合（ただ
し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換
えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の
証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除
く。）の調整後の転換価額は、払込期日（募集に際
して払込期間が設けられているときは、当該払込期
間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、ま
た、募集のための株主割当日がある場合は、その日
の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を
発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のた
めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の
無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与
えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を
除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当
該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適
用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに
本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む。）又は本欄第(4)号
②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権
付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合
（無償割当の場合を含む。）、調整後の転換価額
は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若し
くは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全て
が転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交
付されたものとみなして転換価額調整式を準用して
算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株
予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効
力発生日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合
は、その日の翌日以降これを適用する。

EDINET提出書類

株式会社ジー・テイスト(E03374)

四半期報告書

23/46



新株予約権の行使時の払込金額(円) 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付され
る当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予
約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利が発行された時点で確定していない場合、調整後
の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約
権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の
確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式
が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用
して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌
日以降、これを適用する。

④　上記①乃至③の各取引において、その権利の割当
てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力
の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会そ
の他当社の機関の承認を条件としているときは、上
記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。この場合において、当該基
準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、
本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、
次の算出方法により、当社普通株式を交付するもの
とする。

株 式
数

＝

（調整前転換
価額

－
調整後転換価

額）
×

調整前転換
価額により
当該期間内
に交付され
た当社普通
株式数

調整後転換価額

 ただし、行使により生ずる１株未満の端数は切り捨

て、現金調整は行わない。
(3）転換価額調整式により算出された調整後の転換価
額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどま
る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただ
し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発
生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中
の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。

(4）その他
①　転換価額調整式の計算については、１円未満の端
数を四捨五入する。

②　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換
価額を適用する日（ただし、本欄第(2)号④の場合は
基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま
で算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準
日がある場合はその日、また、基準日がない場合
は、調整後の転換価額を適用する日１か月前の日に
おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ
る当社の有する当社普通株式の数を控除した数とす
る。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整
式で使用する交付普通株式数は、基準日における当
社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株
式数を含まないものとする。

(5）本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以
外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価
額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を
承継会社（「組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項」欄において定義する。以下同
じ。）とする吸収分割、当社を完全親会社とする株
式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の
可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を
必要とするとき。

③　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
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(6）本欄に定めるところにより転換価額の調整を行う
ときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額
及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第
(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降すみ
やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

平成25年８月１日から平成32年３月18日（当該日が営
業日ではない場合には、その直前の営業日）までとす
る。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した
場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   43.5
　　　　資本組入額 22

新株予約権の行使の条件

１．各本新株予約権の一部行使はできない。
２．本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コ
ミュニケーション又はその承継会社が所有している
当社又はその承継会社の株式（第三者を通じて保有
している当該株式を除く。）に係る議決権の数が当
社又はその承継会社の総株主の議決権の40％未満と
なる場合には、本新株予約権の行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該
本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、
その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行
使に際して出資の目的とされる本社債は、「償還期
限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかかわらず、本
新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来
し、かつ消滅するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消
滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会
社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う
場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併
存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新
設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設
立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をし
て、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において
残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対
して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約
権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。
１．新たに交付される承継会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予
約権の数と同一の数とする。

２．承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社の普通株式とする。
３．承継会社の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社の新株予約権の行使により交付される承継
会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる
株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約
権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際し
て定められる株式の割当比率を乗じた数（ただし、
組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理
的な調整を行うものとする。）とする。

４．承継会社の新株予約権の行使に際して出資される
財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社の新株予約権１個の行使に際して出資され
る財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該
社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承
継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とさ
れる本社債は、「償還期限」欄及び「償還の方法」
欄の規定にかかわらず、本新株予約権の行使の効力
発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するもの
とする。

５．承継会社の新株予約権を行使することができる期
間

「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予
約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される
本新株予約権の行使期間の終了日までとする。

６．承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項

承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社
の承認を要するものとする。

(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権１個が割り当てられております。

　
⑥株式会社ジー・テイスト第14回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権

　

決議年月日 平成25年５月15日

新株予約権の数(個) 30 (注)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式である。なお、１単元の株式数は100株で
あり、振替式である。

新株予約権の目的となる株式の数(株） 7,334,963
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１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額

(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、
当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価
額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、
「償還期限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかか
わらず、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償
還期限が到来し、かつ消滅するものとする。

(2）本新株予約権の行使により交付する当社普通株式
の数を算定するにあたり用いられる１株あたりの額
（本「⑥株式会社ジー・テイスト第14回無担保転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権」に
おいて、以下「転換価額」という。）は、43.5円と
する。

２．転換価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲
げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式（本「⑥株式会
社ジー・テイスト第14回無担保転換社債型新株予約
権付社債に付された新株予約権」において、以下
「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を
調整する。

　 　 　 　 既 発
行 普
通 株
式数

＋

交付普通
株式数

×
１株当た
りの払込
金額

調整後転
換価額

＝
調整前転
換価額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合
及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。

①　本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を
もって当社普通株式を新たに交付する場合（ただ
し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換
えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の
証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除
く。）の調整後の転換価額は、払込期日（募集に際
して払込期間が設けられているときは、当該払込期
間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、ま
た、募集のための株主割当日がある場合は、その日
の翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を
発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のた
めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の
無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与
えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を
除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当
該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適
用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに
本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む。）又は本欄第(4)号
②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権
付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合
（無償割当の場合を含む。）、調整後の転換価額
は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若し
くは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全て
が転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交
付されたものとみなして転換価額調整式を準用して
算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株
予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効
力発生日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合
は、その日の翌日以降これを適用する。
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新株予約権の行使時の払込金額(円) 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付され
る当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予
約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利が発行された時点で確定していない場合、調整後
の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約
権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の
確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式
が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用
して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌
日以降、これを適用する。

④　上記①乃至③の各取引において、その権利の割当
てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力
の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会そ
の他当社の機関の承認を条件としているときは、上
記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。この場合において、当該基
準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、
本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、
次の算出方法により、当社普通株式を交付するもの
とする。

株 式
数

＝

（調整前転換
価額

－
調整後転換価

額）
×

調整前転換
価額により
当該期間内
に交付され
た当社普通
株式数

調整後転換価額

 ただし、行使により生ずる１株未満の端数は切り捨

て、現金調整は行わない。
(3）転換価額調整式により算出された調整後の転換価
額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどま
る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただ
し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発
生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中
の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。

(4）その他
①　転換価額調整式の計算については、１円未満の端
数を四捨五入する。

②　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換
価額を適用する日（ただし、本欄第(2)号④の場合は
基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま
で算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準
日がある場合はその日、また、基準日がない場合
は、調整後の転換価額を適用する日１か月前の日に
おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ
る当社の有する当社普通株式の数を控除した数とす
る。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整
式で使用する交付普通株式数は、基準日における当
社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株
式数を含まないものとする。

(5）本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以
外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価
額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を
承継会社（「組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項」欄において定義する。以下同
じ。）とする吸収分割、当社を完全親会社とする株
式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の
可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を
必要とするとき。

③　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
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(6）本欄に定めるところにより転換価額の調整を行う
ときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額
及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第
(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降すみ
やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

平成26年３月18日から平成32年３月18日（当該日が営
業日ではない場合には、その直前の営業日）までとす
る。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した
場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   43.5
　　　　資本組入額 22

新株予約権の行使の条件

１．各本新株予約権の一部行使はできない。
２．本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コ
ミュニケーション又はその承継会社が所有している
当社又はその承継会社の株式（第三者を通じて保有
している当該株式を除く。）に係る議決権の数が当
社又はその承継会社の総株主の議決権の40％未満と
なる場合には、本新株予約権の行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該
本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、
その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行
使に際して出資の目的とされる本社債は、「償還期
限」欄及び「償還の方法」欄の規定にかかわらず、本
新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来
し、かつ消滅するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消
滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会
社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株
式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う
場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併
存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新
設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設
立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をし
て、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において
残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対
して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約
権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。
１．新たに交付される承継会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予
約権の数と同一の数とする。

２．承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社の普通株式とする。
３．承継会社の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社の新株予約権の行使により交付される承継
会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる
株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約
権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際し
て定められる株式の割当比率を乗じた数（ただし、
組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理
的な調整を行うものとする。）とする。

４．承継会社の新株予約権の行使に際して出資される
財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社の新株予約権１個の行使に際して出資され
る財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該
社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承
継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とさ
れる本社債は、「償還期限」欄及び「償還の方法」
欄の規定にかかわらず、本新株予約権の行使の効力
発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するもの
とする。

５．承継会社の新株予約権を行使することができる期
間

「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予
約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される
本新株予約権の行使期間の終了日までとする。

６．承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項

承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社
の承認を要するものとする。

(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権１個が割り当てられております。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年８月１日
(注)

94,005 168,369 △1,685,195 100,000 △1,748,494 100,000

(注) 発行済株式総数の増加は、株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいとの合併による新株発

行に伴うものであります（合併比率 株式会社ジー・ネットワークス株式１株につき当社株式２株、株

EDINET提出書類

株式会社ジー・テイスト(E03374)

四半期報告書

30/46



式会社さかい株式１株につき当社株式２株）。また、資本金及び資本準備金の減少は、平成25年６月

26日開催の定時株主総会の決議により、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ減少したものでありま

す。減少した資本金及び資本準備金の額については、全額その他資本剰余金に振り替えております。
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ジー・コミュニケーション 名古屋市北区萩野通１丁目８－１ 77,410 45.98

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１－３ 15,713 9.33

樋口　毅 新潟県西蒲原郡弥彦村 5,355 3.18

ジー・テイスト取引先持株会 仙台市宮城野区榴岡２丁目２－10 3,442 2.04

河島　伸浩 和歌山県和歌山市 2,423 1.44

川端　隆 和歌山県和歌山市 1,815 1.08

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３丁目２－１７ 1,270 0.75

株式会社Ｊ・ＡＲＴ産業 岐阜県各務原市蘇原東島町４丁目６１ 802 0.48

神林　忠弘 新潟県新潟市中央区 742 0.44

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６－１ 735 0.44

計 ― 109,711 65.16

(注) １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 15,713千株

(注) ２．株式会社神戸物産から平成25年11月６日付で近畿財務局長に提出された変更報告書により平成25年10月30日

現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期連結会計期間末に

おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

株式会社神戸物産 兵庫県加古郡稲美町中一色883番地 18,870 11.21

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 1,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 168,273,500 1,682,735 ―

単元未満株式 普通株式 93,994 ― ―

発行済株式総数 168,369,394 ― ―

総株主の議決権 ― 1,682,735 ―

(注) 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,250株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数22個が含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ジー・テイスト

仙台市宮城野区榴岡二丁
目２番10号

1,900 ― 1,900 0.00

計 ― 1,900 ― 1,900 0.00

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 ― 星　晴夫 平成25年７月31日

　

(3) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 取締役 杉本　英雄 平成25年８月１日

代表取締役副社長 代表取締役社長 稲吉　史泰 平成25年８月１日

取締役
(経営企画本部長)

取締役副社長
(経営企画本部長)

川上　一郎 平成25年８月１日

取締役
(管理本部長)

取締役 稲角　好宣 平成25年８月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

なお、当第２四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報は記載してお

りません。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、なぎさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,342,861

受取手形及び売掛金 407,476

商品及び製品 90,564

仕掛品 1,844

原材料及び貯蔵品 199,911

その他 885,115

貸倒引当金 △17,754

流動資産合計 2,910,018

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,172,366

土地 4,566,605

その他（純額） 369,147

有形固定資産合計 9,108,119

無形固定資産

のれん 183,197

その他 169,515

無形固定資産合計 352,713

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,589,644

その他 1,662,433

貸倒引当金 △380,575

投資その他の資産合計 5,871,503

固定資産合計 15,332,335

資産合計 18,242,353

負債の部

流動負債

買掛金 683,069

関係会社短期借入金 1,909,000

未払法人税等 49,413

引当金 54,704

資産除去債務 4,000

その他 1,946,256

流動負債合計 4,646,442

固定負債

新株予約権付社債 3,274,599

退職給付引当金 49,383

資産除去債務 793,350
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

その他 755,780

固定負債合計 4,873,113

負債合計 9,519,556

純資産の部

株主資本

資本金 100,000

資本剰余金 7,557,326

利益剰余金 1,065,610

自己株式 △139

株主資本合計 8,722,797

その他の包括利益累計額

その他の包括利益累計額合計 －

純資産合計 8,722,797

負債純資産合計 18,242,353
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 9,529,478

売上原価 3,375,601

売上総利益 6,153,876

販売費及び一般管理費
※ 5,821,661

営業利益 332,215

営業外収益

受取利息 4,429

受取配当金 131

業務受託料 13,827

その他 6,467

営業外収益合計 24,855

営業外費用

支払利息 14,310

支払手数料 28,182

その他 3,119

営業外費用合計 45,612

経常利益 311,457

特別利益

固定資産売却益 19,119

特別利益合計 19,119

特別損失

固定資産除却損 702

店舗閉鎖損失引当金繰入額 16,779

減損損失 35,003

特別損失合計 52,486

税金等調整前四半期純利益 278,091

法人税、住民税及び事業税 45,786

法人税等調整額 △424,714

法人税等合計 △378,927

少数株主損益調整前四半期純利益 657,018

四半期純利益 657,018
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 657,018

その他の包括利益

その他の包括利益合計 －

四半期包括利益 657,018

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 657,018
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 278,091

減価償却費 186,346

のれん償却額 16,060

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,386

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,560

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 904

受取利息及び受取配当金 △4,560

減損損失 35,003

支払利息及び社債利息 14,310

固定資産除売却損益（△は益） △18,416

売上債権の増減額（△は増加） 81,136

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,062

仕入債務の増減額（△は減少） △147,039

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,769

その他 △226,834

小計 250,247

利息及び配当金の受取額 2,424

利息の支払額 △7,477

法人税等の支払額 △108,772

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △257,965

有形固定資産の売却による収入 28,346

資産除去債務の履行による支出 △17,537

投資有価証券の取得による支出 △13,425

敷金及び保証金の差入による支出 △198,417

敷金及び保証金の回収による収入 97,059

貸付けによる支出 △290

貸付金の回収による収入 2,113

その他 459

投資活動によるキャッシュ・フロー △359,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000

短期借入金の純増減額（△は減少） △60,000

リース債務の返済による支出 △10,726

自己株式の取得による支出 △19

配当金の支払額 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,754
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △343,990

現金及び現金同等物の期首残高 1,367,297

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 319,553

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,342,861
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

当社は、平成25年８月１日に、当社と株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいの有する飲

食店舗運営事業に関する権利義務等を会社分割し、３社が共同で設立する株式会社クック・オペレー

ションに承継させ、同日、当社を合併存続会社、株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいを

合併消滅会社とする吸収合併を行ったことにより、株式会社クック・オペレーションは当社の100％子

会社となりました。このため、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

　
(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

役員報酬 33,585千円

給与手当 2,435,581

地代家賃 1,132,588

減価償却費 160,640

賞与引当金繰入額 26,850

貸倒引当金繰入額 △5,386

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は次のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金勘定 1,342,861千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

―

現金及び現金同等物 1,342,861
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
(注)

合計

外食事業 教育事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 8,864,493 471,278 9,335,772 193,705 9,529,478

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,864,493 471,278 9,335,772 193,705 9,529,478

セグメント利益 755,550 △27,278 728,271 18,865 747,137

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 728,271

「その他」の区分の利益 18,865

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △414,921

四半期連結損益計算書の営業利益 332,215

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、第２四半期連結会計期間において、当社と株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さか

いの有する飲食店舗運営事業に関する権利義務等を会社分割し、３社が共同で設立する株式会社クッ

ク・オペレーションに承継させました。また同日、当社を合併存続会社、株式会社ジー・ネットワーク

ス及び株式会社さかいを合併消滅会社とする吸収合併を行ったことにより、株式会社クック・オペレー

ションは当社の連結子会社となりました。

当社は、セグメントを「寿司事業」、「居酒屋等事業」、「教育事業」、「その他」に区分しており

ましたが、当該企業結合に伴い、セグメントの内容を見直し、当第２四半期連結会計期間より、「外食

事業」、「教育事業」、「その他」に区分することとしました。

　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失）

「外食事業」セグメントにおいて、店舗の閉店を決定したことにより、減損損失を28,120千円計上し

ております。また「その他」セグメントにおいて、不動産売却の意思決定を行ったことにより、減損損

失を6,882千円計上しております。
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(企業結合等関係)

(合併及び会社分割）

当社は、平成25年８月１日に、当社と株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいの有する飲

食店舗運営事業に関する権利義務等を会社分割し、３社が共同で設立する株式会社クック・オペレー

ション（当社の連結子会社）に承継させ、併せて株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいと

の合併を行いました。

　

１．取引の概要

(1) 分割の対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称 飲食店舗運営事業

事業の内容 飲食店舗の運営

(2) 企業結合日

平成25年８月１日

(3) 企業結合の法的形式

当社と株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいを分割会社、株式会社クック・オペ

レーションを承継会社とする共同新設分割及び当社を合併存続会社、株式会社ジー・ネットワー

クス及び株式会社さかいを合併消滅会社とする吸収合併

(4) その他取引の概要に関する事項

３社の経営を統合することで、経営資源の集中と効率化による競争力の強化・売上の拡大と収益

率の向上を図ることとしました。

　

２．実施した会計処理の方法

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 ６円22銭

  (算定上の基礎) 　

   四半期純利益金額(千円) 657,018

   普通株主に帰属しない金額(千円) ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 657,018

   普通株式の期中平均株式数(千株) 105,697

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ４円20銭

  (算定上の基礎) 　

   四半期純利益調整額(千円) 4,520

   (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) (2,958)

(うち社債発行差金の償却額(税額相当額控除後)
(千円))

(1,561)

   普通株式増加数(千株) 51,763

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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なぎさ監査法人

代表社員
業務執行社員

　公認会計士   西   井   博   生   印

代表社員
業務執行社員

　公認会計士   大   平         豊   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月14日

株式会社ジー・テイスト

取締役会  御中

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社ジー・テイストの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計
期間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平
成25年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジー・テイスト及び連結子会社の
平成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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